
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

令和５年１月１０日 

座光寺小学校 保健室 

ＮＯ．７ 

 

 

ほけんしつだより 

再度確認をお願いします！！ 

インフルエンザの出席停止の用紙が変更になりました。 

新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザの同時流行を見据えて、医療のひっ迫を回避する

ために「医師の署名を求めない様式」への変更となります。 

お子さんが発熱 医療機関を受診（必須） 

「インフルエンザですね」 

学校へ連絡 

学校から書類をお届けします。 

感染症予防の観点から、以下のような配付に

なります。 

１ 小学校に兄弟関係がある場合 

 ・兄弟姉妹を通してお届けします。 

２ 小学校に兄弟関係がない場合 

 ・クラスで配布されるその他のプリントと  

  一緒に担任がお届けします。その場合に 

  はポストインとなります。 

 ・場合によっては、保護者の方に取り

に来て 

  いただくこともあります。 

  ご協力をお願いします。 

 

治癒報告書の記入をする。 

（１）発症（発熱）後、５日を経過した 

発症日：熱が出た日のことです（ここが 0日目）  

注意！！：受診した日ではありません 

発症後 1～6日目の日付を入れます。 

（２）解熱日（平熱に下がった日）後２日を経

過した 

解熱日：熱が３６・５℃以内になった日です。

平熱が高い人は３６度台になった日です 

☆発症６日目または☆解熱後３日目のどちらか

遅い日付が登校可能日です。 

裏面が新しい「治癒証明書」になります。 

ご家庭で保護者の方が記入して、登校初日児

童に持たせてください。この書類がないと

登校できませんのでご注意ください。 

この情報は 1 月１０日付で「座光寺小学校

HP」にもアップしました。記入例も載ってい

ますが、ご不明の点はお問い合わせください 

座光寺小学校：担当 保健室 今村 

       TEL ２２－１４０４ 



 

 

 

 

 

 

 


